
	 第２節	 賃金の動向
●2022年の現金給与総額は所定内給与の増加などにより、２年連続で増加し、感染拡大前の
水準を上回った
本節では、前節で確認した労働時間の動きを踏まえつつ、雇用者の賃金6の動向をみていく。
まず、我が国の現金給与総額7の状況について確認する。第１－（３）－７図は、2013年以降の

労働者一人当たりの現金給与総額の推移とその増減の要因を就業形態別にみたものである。
2022年の現金給与総額は、就業形態計、一般労働者、パートタイム労働者のいずれも、感染
拡大前の2019年を上回った。
一般労働者の現金給与総額の状況をみると、2013～2019年までは一貫して増加傾向で推

移していたが、2020年は、感染拡大による経済活動の停滞の影響から、所定外給与と特別給
与に大幅な減少、所定内給与にも小幅な減少がみられ、現金給与総額は大きく減少した。
2021年は、所定内給与、所定外給与ともに増加したことから現金給与総額は増加した。2022
年は、経済活動の正常化に向けた動きが進む中、所定内給与、所定外給与及び特別給与のいず
れも前年より増加しており、特に、所定内給与と特別給与の増加が大きかったことから、感染
拡大前の2019年を大きく上回った。
次に、パートタイム労働者の現金給与総額の状況をみると、2013～2019年までの間、長

期的に緩やかな増加傾向で推移している。パートタイム労働者の労働時間は、所定内労働時間
を中心に減少傾向がみられた8ものの、要因別にみると、最低賃金の引上げなどにより増加し
た所定内給与9が、現金給与総額の増加を牽引した。このように、労働時間が減少傾向で推移
している中でも、所定内給与を中心に賃金の増加がみられたことから、パートタイム労働者の
待遇改善が進んでいる状況がうかがえる10。2020年は、感染拡大による経済活動の停滞の影響
から、所定内給与、所定外給与が大幅減となったが、特別給与は増加となった。特別給与につ
いては、働き方改革関連法のうち、いわゆる「同一労働同一賃金」（同一企業内における正規

６	 第2節の「毎月勤労統計調査」の賃金の数値は、指数（現金給与総額指数、定期給与指数、所定内
給与指数）にそれぞれの基準数値（2020年）を乗じ、100で除し、時系列比較が可能となるように修
正した実数値であり、実際の公表値とは異なる。

７	「現金給与総額」とは、税や社会保険料等を差し引く前の金額であり、「きまって支給する給与（定
期給与。以下「定期給与」という。）」と「特別に支払われた給与（特別給与。以下「特別給与」とい
う。）」に分けられる。「定期給与」とは、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支
給条件、算定方法によって支給される給与を指し、「所定内給与」と、所定の労働時間を超える労働に
対して支給される給与、休日労働、深夜労働に対して支給される給与である「所定外給与」の合計額で
ある。一般的に、「所定内給与」は、一般労働者において短期間で大幅な増減がみられることはあまり
ないが、「所定外給与」は所定外労働時間の変動に従って増減することから、企業の経済活動の状況等
を反映して増減する。「特別給与」とは、賞与、期末手当等の一時金等や諸手当、あらかじめ就業規則
等による定めのない突発的な理由等に基づき支払われた給与等の合計額を指し、企業の業績に従って大
きく変動することから、経済の動向を反映して水準が変動する傾向にある。

８	 この間、女性や高齢者のパートが増加しているが、第2－（１）－32図によると、60歳未満の女性や
60歳以上の男女の希望する賃金形態は、時給制の割合が高く、希望する賃金額も60歳未満の男性より
も低い傾向がある。これらの背景については、第2部第１節、コラム2－11を参照。

9	 最低賃金のパートタイム労働者への影響については、第2－（３）－30図、コラム2－10及びコラム	
2－11を参照。

10	 パートタイム労働者の時給の推移については、付１－（３）－１図を参照。
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雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差の解消）に関する規定11が施行され、パート
タイム労働者に賞与等を新設・拡充した事業所が増加したことが背景にあると考えられる12。
2021年は、所定外給与は引き続き減少したが、所定内給与は増加となり、現金給与総額は小
幅な増加となった。2022年は、パートタイム労働者の所定内給与が大きく増加したことから、
現金給与総額は、感染拡大前の2019年を上回った。

第１－（３）－７図 就業形態別にみた現金給与総額（月額）の推移等
○　2022年は、一般労働者及びパートタイム労働者の、所定内給与、所定外給与、特別給与のいずれ
も増加したため、現金給与総額は32.6万円となり、感染拡大前の2019年を上回った。
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資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成
（注）　１）調査産業計、事業所規模５人以上の値を示している。

2）就業形態計、一般労働者、パートタイム労働者のそれぞれについて、指数（現金給与総額指数、定期給与
指数、所定内給与指数）のそれぞれの基準数値（2020年）を乗じ、100で除し、現金給与総額の時系列接
続が可能となるように修正した実数値を用いている。

３）所定外給与＝定期給与（修正実数値）−所定内給与（修正実数値）、特別給与＝現金給与総額（修正実数
値）−定期給与（修正実数値）として算出している。
このため、毎月勤労統計調査の公表値の増減とは一致しない場合がある。

11	「同一労働同一賃金」の導入は、同一企業における正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイ
ム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消を目指している。また、パート
タイム・有期雇用労働法等においては、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の
禁止、待遇に関する説明義務の強化、それらに関する労働者と事業主の間の紛争に対して裁判によらな
い無料・非公開の紛争解決手続きを利用できること等が定められている。

12	 詳しくは、第Ⅱ部第３章第３節を参照。

52

第Ⅰ部　労働経済の推移と特徴



●2022年の現金給与総額は全ての月において前年と比べて増加し、12月は25年11か月ぶ
りの増加率
続いて、第１－（３）－８図により、2022年の賃金の動きを月別に詳細にみていく。2022年

においては、経済活動の正常化などに伴う所定内給与の増加により、雇用形態を問わず、全て
の月で前年よりも賃金が増加した。
就業形態計を月別にみると、12月に前年同月比4.1％と、1997年１月に6.6％増となって

以来、25年11か月ぶりの大きな伸び率となった。これには、賞与を含む特別給与の対前年同
月比が、感染症の影響の反動等もあり、大きく増加したことが寄与している。

第１－（３）－８図 就業形態別にみた現金給与総額の変動要因の推移（月次）
○　2022年の現金給与総額は全ての月において前年と比べて増加し、12月は25年11か月ぶりの増
加率となっている。
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（１）就業形態計の現金給与総額

資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成
（注）　１）調査産業計、事業所規模５人以上の値を示している。

2）就業形態計、一般労働者、パートタイム労働者のそれぞれについて、指数（現金給与総額指数、定期給与
指数、所定内給与指数）のそれぞれの基準数値	（2020年）を乗じ、100で除し、現金給与総額の時系列接続
が可能となるように修正した実数値を用いている。

３）所定外給与＝定期給与（修正実数値）−所定内給与（修正実数値）、特別給与＝現金給与総額（修正実数
値）−定期給与（修正実数値）として算出している。
このため、毎月勤労統計調査の公表値の増減とは一致しない場合がある。
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●名目賃金は2022年に上昇したものの、物価も上昇し、実質賃金は減少した
第１－（３）－9図により、名目賃金指数（現金給与総額に対応した指数）及び実質賃金指数

（名目賃金指数を消費者物価指数で除して算出した指数）をみる。名目賃金は2022年には増
加したものの、それ以上に、物価が上昇したことから、実質賃金は減少した。

第１－（３）－９図 名目賃金指数と実質賃金指数の推移
○　2022年は物価の上昇を反映し、実質賃金が名目賃金を下回った。
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資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成
（注）　１）調査産業計、就業形態計、事業所規模５人以上の値を示している。

2）名目賃金指数は、就業形態計の現金給与総額に対応した指数である。2020年を100とする。
３）実質賃金指数は、名目賃金指数を消費者物価指数（持家の帰属家賃を除く総合）で除して算出している。

●現金給与総額は2021年、2022年に上昇したものの、2022年は物価要因がマイナスに寄
与し、実質賃金は減少
続いて、第１－（３）－10図（１）により、現金給与総額の変動について要因をみる。賃金の

変動は、就業形態ごとの賃金の変化と、就業形態の構成割合の変化に要因を分けることができ
る。就業形態の構成割合の変化が賃金の変動の要因となるのは、労働時間の短いパートタイム
労働者の賃金水準が一般労働者の賃金水準よりも低いからであり、パートタイム労働者の割合
が高くなると、就業形態計の賃金の減少につながる。
近年は、女性や高齢者を中心とした労働参加の進展により、パートタイム労働者比率が上昇

し、現金給与総額の変動に対してマイナスに寄与していた。その一方で、一般労働者の所定内
給与及び特別給与がプラスに寄与したため、2018年まで現金給与総額は増加していた。感染
症の影響から、2020年にはこれまでの傾向から逆転し、パートタイム労働者比率が低下した
結果、これが現金給与総額の変動にプラスに寄与したものの、一般労働者の所定外給与及び特
別給与の大幅減がマイナスに寄与したことで、現金給与総額は減少した。2022年は、経済活
動の正常化に向けた動きが進む中、パートタイム労働者の比率が上昇し、現金給与総額の変動
にマイナスに寄与した一方で、一般労働者の所定内給与、所定外給与、特別給与がいずれもプ
ラスに寄与し、現金給与総額は増加した。
次に、実質賃金の状況をみていく。同図（2）は、実質賃金の変動を名目賃金の寄与と物価

の変動による要因に分けてみたものである。2020年は物価要因による変動はみられなかった
が、名目賃金が減少し実質賃金も減少した。2022年は、名目賃金がプラスに寄与したものの、
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それ以上に物価の上昇13によるマイナスの効果が大きく、実質賃金は減少した。物価上昇を上
回る賃上げに向けて、賃金の増加だけではなく、価格転嫁など物価の推移についても注視して
いく必要がある。

第１－（３）－10図 現金給与総額の変動要因の推移
○　現金給与総額は2021年、2022年に上昇したものの、2022年は物価要因がマイナスに寄与し、
2022年の実質賃金は減少した。
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資料出所　厚生労働省「毎月勤労統計調査」、総務省統計局「消費者物価指数」をもとに厚生労働省政策統括官付政策統
括室にて作成

（注）　１）調査産業計、事業所規模５人以上の値を示している。
2）就業形態計、一般労働者、パートタイム労働者のそれぞれについて、指数（現金給与総額指数、定期給与
指数、所定内給与指数）のそれぞれの基準数値（2020年）を乗じ、100で除し、現金給与総額の時系列接
続が可能となるように修正した実数値を算出し、これらの数値を基にパートタイム労働者比率を推計してい
る。

３）所定外給与＝定期給与（修正実数値）−所定内給与（修正実数値）、特別給与＝現金給与総額（修正実数
値）−定期給与（修正実数値）として算出している。
このため、毎月勤労統計調査の公表値の増減とは一致しない場合がある。

4）「毎月勤労統計調査」「消費者物価指数」は、いずれも2020年基準の数値を使っている。

13	 詳しくは、第Ⅰ部第4章を参照。
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●労働分配率はおおむね感染拡大前と同程度の水準で推移
第１－（３）－11図により、企業の資本金規模別に労働分配率14を確認していく。2013年以降

の景気拡大局面では、企業収益が増加傾向であったことから、全ての資本金規模において労働
分配率は低下傾向にあった。2020年の感染拡大による景気減退の影響から企業収益が悪化し、
全ての資本金規模で労働分配率は大幅に上昇した。2022年は人件費、付加価値ともおおむね
感染拡大前の水準に戻りつつあり、感染拡大前と同様に低下傾向で推移している。

第１－（３）－11図 資本金規模別にみた労働分配率の推移
○　2022年の労働分配率は、おおむね感染拡大前の水準に戻りつつあり、感染拡大前と同様に低下傾
向で推移している。
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資料出所　財務省「法人企業統計調査」をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成
（注）　１）「金融業，保険業」は含まれていない。データは厚生労働省において独自で作成した季節調整値（後方３四

半期移動平均）を使用。
2）労働分配率＝人件費÷付加価値額、人件費＝役員給与＋役員賞与＋従業員給与＋従業員賞与＋福利厚生費。
付加価値額（四半期）＝営業利益＋人件費＋減価償却額。

３）グラフのシャドー部分は景気後退期を表す。

14	 労働分配率とは、企業の経済活動によって生み出された付加価値のうち、労働者がどれだけ受け
取ったのかを示す指標であり、分母となる付加価値、特に営業利益は景気に応じて変化の度合いが大き
いことから、景気拡大局面においては低下し、景気後退局面には上昇する特徴がある。内閣府「国民経
済計算」又は財務省「法人企業統計」から算出する方法が一般的であるが、統計により付加価値の水準
やトレンドが異なることから、労働分配率は一定の幅を持ってみる必要がある。また、労働分配率は産
業による水準の差異が大きく、長期的には産業構造の変化が労働分配率に影響することにも留意する必
要があり、第３次産業のうち、「保健衛生・社会事業」「飲食・宿泊サービス業」などは労働生産性の水
準が低く、かつ低下傾向がみられる。なお、ここでは、企業規模別の動向及び景気局面の動向について
着目して分析を進めていくため、財務省「法人企業統計調査」の四半期別調査により算出した労働分配
率（分母の付加価値は粗付加価値）を用いる。なお、数値の動きは厚生労働省で独自に作成した季節調
整値でみている（後方３四半期移動平均）。労働分配率の定義等の詳細については、コラム2－１を参照。
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第Ⅰ部　労働経済の推移と特徴



●資本金規模が大きいほど、労働生産性の伸びと賃金の伸びにギャップがみられる
続いて、労働生産性について確認する。第１－（３）－12図は、1997年第Ⅰ四半期（１月－３

月期）を100として、1985年からの一人当たり労働生産性の伸びと賃金の伸びの推移を表し
た図である。2022年における一人当たり労働生産性と一人当たり賃金は、どの資本金規模に
おいても上昇しているが、労働生産性の伸びと比較すると、賃金の伸びが鈍くなっている15。
さらに、同図をみると、資本金規模が大きいほど、労働生産性の伸びと賃金の伸びには

ギャップがみられることが分かる。同図（2）の資本金規模が「１億円以上10億円未満」と、
同図（３）の「１千万円以上１億円未満」では、労働生産性と賃金は、おおむね連動して推移
している。一方、同図（１）の資本金規模「10億円以上」では、労働生産性が上昇している
2003～2008年、2013～2019年においても、労働生産性が低下した2020～2021年におい
ても、賃金は横ばい傾向で推移している。2022年は、2021年より労働生産性は大きく上昇
しているものの、賃金に大きな伸びがみられなかった。

第１－（３）－12図 資本金規模別にみた労働生産性と賃金
○資本金規模が大きいほど、労働生産性の伸びと賃金の伸びにギャップがみられる。
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資料出所　財務省「法人企業統計調査」（季報）をもとに厚生労働省政策統括官付政策統括室にて作成
（注）　１）一人当たり労働生産性は減価償却費、営業利益、人件費の合計を人員計で除して算出。一人当たり賃金は

人件費を人員計で除して算出。
2）原数値を後方4四半期移動平均し、1997年第Ⅰ四半期（1－3月期）を100として指数化。

15	 労働生産性の伸びと比較して賃金の伸びが低いことに係る分析や、その背景については、第Ⅱ部第
１章を参照。
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第３章　労働時間・賃金等の動向




